
【1986年 3月 14日】労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律
の一部を改正する法律案について 
労働省 

 
 
「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法

律案」について 

 
 労働者災害補償保険制度の改正については、去る 2 月 14 日、労働者災害補償保険審議
会（会長 有泉亨 東京大学名誉教授）に「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料

の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」を諮問し、適当である旨の答申を得

ていたところである。 
 労働省においては、これを受けて、関係省庁と協議のうえ、「労働者災害補償保険法及び

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法

律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされた。 

 
 
 
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律

案要綱 

 
第一 労働者災害補償保険法の一部改正 
 一 保険給付の内容等の改正 
 （1）年金たる保険給付に係る給付基礎日額の改正 
    年金たる保険給付に係る給付基礎日額について、労働者の年齢階層別の賃金の実

態を基礎として労働者の年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定め、その給

付基礎日額（スライド制の適用がある場合は、スライド後の額）が、労働者の年齢

の属する年齢階層に応ずる最低限度額を下回り又は最高限度額を超える場合には、

当該最低限度額又は最高限度額を給付基礎日額とすること。（第八条の二及び第六十

五条の二関係） 
（2）休業補償給付の給付内容の改正 

   イ 労働者が所定労働時間の一部のみ労働した場合の休業補償給付の額は、給付基

礎日額から当該労働に対して支払われる賃金を控除した額の 60/100 に相当する
額とすること。（第十四条第一項及び第三項関係） 

 ロ 労働者が監獄等に収容されている場合は、休業補償給付を支給しないこととす

ること。（第十四条の二関係） 



（3）通勤災害に関する保険給付の内容等の改正 
   イ 通勤災害に関する休業給付についても、（2）と同様の改正を行うこと。（第二

十二条の二第二項関係） 
 ロ 労働者の通勤経路からの逸脱又は通勤の中断に関し、当該逸脱又は中断の後の

往復が通勤とされる行為を日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるもの

とすること。（第七条第三項関係） 

 
二 その他 
（1）事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立の届出を怠っていた期間中に

生じた事故について保険給付を行ったときは、政府は当該保険給付に要する費用の

全部又は一部に相当する金額を当該事業主から徴収できることとすること。（第二十

五条第一項関係） 
（2）その他所要の規定の整備を行うこと。（第五十八条第一項、第六十一条第一項、第

六十四条及び第六十六条関係） 

 
第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 
一 メリット制度（事業場ごとの災害率により保険料を増減させる制度）の改正 

 （1）継続事業のメリット制度の対象事業場の規模を使用労働者数二十人以上（現行三
十人以上）に改めその適用範囲を拡大するほか、メリット収支率の算定期間を三年

度間（現行三暦年間）に改めること。（第十二条第三項関係） 
（2）有期事業のメリット収支率の算定に当たり用いる調整率について所要の改正を行

うこと。（第二十条第一項関係） 

 
二 その他 
（1）労働保険の保険料の納付の手続に関し、口座振替による納付の方法を導入するこ

と。（第二十一条の二関係） 
（2）その他所要の整備を行うこと。（第四条の二及び第十三条関係） 

 
第三 施行期日等 
一 施行期日 
  この改正法は、昭和六十二年二月一日から施行すること。ただし、次の改正内容は

次のとおり施行すること。 
（1）第二の一の（1）に係る改正内容 昭和六十二年三月三十一日 
（2）第一の一の（2）及び（3）並びに二の（1）並びに第二の一の（2）に係る改正内

容 昭和六十二年四月一日 
 （3）第二の二の（1）に係る改正内容 昭和六十三年四月一日 



二 経過措置 
（1）第一の一の（1）の改正に伴い、その施行時において年金たる保険給付を受ける権

利を有している者については、当該施行時における当該年金たる保険給付に係る給

付基礎日額（スライド制の適用がある場合は、スライド後の額とする。以下同じ。）

が第一の一の（1）の最高限度額を超える場合には、当該給付基礎日額を基礎とし
て給付額を算定することとし、当該超える間は、スライド制を適用しないこととす

ること。（附則第四条関係） 
（2）その他第一及び第二の改正に伴い所要の経過措置を設けること。（附則第二条、第

三条及び第五条から第十一条まで関係） 

 
 
 
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律

案 

 
（労働者災害補償保険法の一部改正） 
第一条 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）の一部を次のように改正す

る。 
  第七条第三項ただし書中「日用品の購入その他これに準ずる」を削り、「必要な行為」

の下に「であって労働省令で定めるもの」を加え、「行なう」を「行う」に、「最少限度」

を「最小限度」に改める。 
  第八条の二を第八条の三とし、第八条の次に次の一条を加える。 
 第八条の二 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額（以下この

条において「年金給付基礎日額」という。）については、前条に定めるもののほか、

この条に定めるところによる。 
  年金たる保険給付を支給すべき場合において、次の各号に掲げる場合に該当するとき

は、当該各号に定める額を年金給付基礎日額とする。 

 
一 前条の規定により給付基礎日額として算定した額が、労働省令で定める年齢階層

（以下この条において単に「年齢階層」という。）ごとに年金給付基礎日額の最低限

度額として労働大臣が定める額のうち当該年金たる保険給付を受けるべき労働者の

当該年金を支給すべき月の属する保険年度（四月一日から翌年三月三十一日までをい

う。以下同じ。）に属する八月一日（当該月が四月から七月までの月に該当する場合

にあっては、当該保険年度の前の保険年度に属する八月一日。以下この項において「基

準日」という。）における年齢（遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっ

ては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合



に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。）の属する年齢階

層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額 

 
二 前条の規定により給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに年金給付基礎

日額の最高限度額として労働大臣が定める額のうち当該年金たる保険給付を受ける

べき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年

齢階層に係る額  
前項第一号の労働大臣が定める額は、年齢階層ごとに、労働省令で定めるところに

より、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金

の額（以下この項において「賃金月額」という。）の高低に従い、二十の階層に区分

し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受け

ている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態そ

の他の事情を考慮して定めるものとする。 
前項の規定は、第二項第二号の労働大臣が定める額について準用する。この場合に

おいて、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る

階層の直近下位の、と読み替えるものとする。 
第十四条第一項に次のただし書を加える。 

    ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその
一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労

働に対して支払われる賃金の額を控除した額の 60/100に相当する額とする。 
第十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加え

る。 
  前項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により休業

補償給付の額を改定すべき場合における第一項ただし書の規定の適用については、同

項ただし書中「賃金の額」とあるのは、「賃金の額を次項において準用する労働基準

法第七十六条第二項及び第三項の規定により休業補償給付の額を改定すべき場合に

当該改定に用いるべき率と同一の率で除して得た額（その額に一円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）」とする。 
 第十四条の次に次の一条を加える。 

 
第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合（労働省令で定める場合に

限る。）には、休業補償給付は、行わない。 

 
 一 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 

 
 二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 



 第二十二条の二第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項並びに第十四条の二」

に、「同条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「「前項」」の下に「とあり、及び「次

項」」を、「「第二十二条の二第三項」と」の下に「、同条第四項中「第二項において」

とあるのは「第二十二条の二第三項において」と」を加える。 
 第二十五条第一項中「行なった」を「行った」に改め、第二号を第三号とし、第一号

を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 

 
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出で

あってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間（政府が当該事

業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期

間を除く。）中に生じた事故 
第五十八条第一項中「支給された当該障害補償年金」の下に「の額（その年金の額が

第六十四条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかっ

たものとした場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第一項にお

いて読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働

大臣が定める額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行われたものである

場合には、その年金の額が、第六十四条第一項の規定により、第六十五条の二第一項に

おいて読み替えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定さ

れたものであるとした場合において当該改定がされなかったものとしたときに得られ

る額とする。）」を加え、「第六十四条第一項又は」を削る。 
第六十一条第一項中「支給された当該障害年金」の下に「の額（その年金の額が第六

十四条第三項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合に

は、当該改定がされなかったものとした場合に得られる額とし、その年金の額の算定が

第六十五条の二第二項において準用する同条第一項において読み替えて適用する第八

条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を同条第一項

に規定する年金給付基礎日額として行われたものである場合には、その年金の額が、第

六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により、第六十五条の二第二項にお

いて準用する同条第一項において読み替えて適用する第八条の二第二項に規定する率

と同一の率を用いて改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかっ

たものとしたときに得られる額とする。）」を加え、「第六十四条第二項において準用す

る同条第一項又は」及び「読み替えて」を削る。 
第六十四条第一項中「（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項にお

いて同じ。）」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項に後段として次

のように加える。 
 この場合において、第二項中「第六十五条の二第一項」とあるのは、「第六十五条

の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 



第六十四条第一項の次に次の一項を加える。 
 第六十五条の二第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条

第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を障害補償年金、遺族補償年金又は傷

病補償年金に係る同条第一項に規定する年金給付基礎日額としてこれらの年金の額

を算定して支給すべき場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による改定を

しないこととして算定した年金の額によりこれらの年金を支給する。 
第六十五条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条の次に次の一条を

加える。 
第六十五条の二 第六十四条第一項の規定により障害補償年金、遺族補償年金又は傷

病補償年金の額を改定して支給すべき場合における第八条の二の規定の適用について

は、同条第二項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、第六十四条第一項の規

定による障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額を改定すべき場合に当該改

定に用いるべき率と同一の率を乗じて得た額」とする。 
前項の規定は、障害年金、遺族年金又は傷病年金について準用する。 
 この場合において、同項中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条第三項に

おいて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 
第六十六条第一項中「、「遺族補償年金」の下に「の額（その年金の額が第六十四条

第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかったものとし

た場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第一項において読み替

えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定め

る額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行われたものである場合には、そ

の年金の額が、第六十四条第一項の規定により、第六十五条の二第一項において読み替

えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定されたものであ

るとした場合において当該改定がされなかったものとしたときに得られる額とする。）」

を加え、「第六十四条第一項又は」を削り、同条第二項中「読み替えて」を削り、「遺族

年金及び」を「遺族年金の額（その年金の額が第六十四条第三項において準用する同条

第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかったものとし

た場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第二項において準用す

る同条第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号

又は第二号の労働大臣が定める額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行

われたものである場合には、その年金の額が、第六十四条第三項において準用する同条

第一項の規定により、第六十五条の二第二項において準用する同条第一項において読み

替えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定されたもので

あるとした場合において当該改定がされなかったものとしたときに得られる額とす

る。）及び」に改め、「第六十四条第二項において準用する同条第一項又は」を削る。 
（労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正） 



第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）の一

部を次のように改正する。 
 第四条の次に次の一条を加える。 
 （保険関係の成立の届出等） 

 第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した

日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、

事業の行われる場所その他労働省令で定める事項を政府に届け出なければならな

い。 

 
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち労働省令で
定める事項に変更があったときは、労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け

出なければならない。 
 第十二条第三項中「三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日」を「三保

険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日（以下この項において「基準日」と

いう。）」に、「同日以前三年間」を「当該連続する三保険年度の間」に、「、労災保険

率」を「、前項の規定による労災保険率」に、「（第二十条第一項」を「（第二十条第

一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に、「労災保険率から」を「前項

の規定による労災保険率から」に、「同日を含む保険年度の次の」を「基準日の属す

る保険年度の次の次の」に改め、同項第二号中「三十人」を「二十人」に、「労災保

険率」を「前項の規定による労災保険率」に改める。 
 第十三条中「事業についての」の下に「前条第二項の規定による」を加え、「前条

第三項」を「同条第三項」に改める。 
第二十条第一項第一号中「調整率」を「第一種調整率」に改め、同項第二号中「調

整率」を「第二種調整率（業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾

病にかかった者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険

給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用

その他の事情を考慮して労働省令で定める率をいう。）」に改める。 
 第二十一条の次に次の一条を加える。 
 （口座振替による納付等） 
第二十一条の二 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭

による印紙保険料以外の労働保険料（以下この条において単に「労働保険料」とい

う。）の納付（労働省令で定めるものに限る。）をその預金口座又は貯金口座のある

金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確

実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認めら

れるときに限り、その申出を承認することができる。 

 



2 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納
付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来

するものが労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限

後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第

二十六条及び第二十七条の規定を適用する。 

 
  附 則 
（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 
一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定（「（第

二十条第一項」を「（第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」

に改める部分を除く。）及び同法第十三条の改正規定並びに附則第九条の規定 昭和

六十二年三月三十一日 

 
二 第一条中労働者災害補償保険法第七条第三項ただし書及び第十四条の改正規定、同

条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の二第二項及び第二十五条第一項の

改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の次に一条を加え

る改正規定、同法第十二条第三項の改正規定（「（第二十条第一項」を「（第二十条第

一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。）並びに同

法第二十条第一項の改正規定並びに次条の規定、附則第五条から第八条まで及び第十 

条の規定 昭和六十二年四月一日 

 
三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十一条の次に一条を加える

改正規定 昭和六十三年四月一日 
（第一条の規定の施行に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法（以下「新労災保険法」とい

う。）第七条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起

因する労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）第七条第一項第二号の通

勤災害に関する保険給付について適用する。 
第三条 新労災保険法第八条の二の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付（以下単に「年金たる保険

給付」という。）の額の算定について適用する。 
第四条 同一の業務上の事由又は通勤による障害（負傷又は疾病により障害の状態にある

ことを含む。）又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利



を有していた者であって、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有す

るものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付（以下こ

の項において「施行後年金給付」という。）の施行日以後の期間に係る額の算定につい

ては、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付（以下この

条において「施行前年金給付」という。）の額の算定の基礎として用いられた労災保険

法第八条の給付基礎日額（同日において支給すべき当該施行前年金給付の額が第一条の

規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条第一項（同条第二項において準用

する場合を含む。）の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に

当該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、

これを一円に切り上げる。）とする。以下この条において「施行前給付基礎日額」とい

う。）が、新労災保険法第八条の二第二項第二号の労働大臣が定める額のうち、当該施

行後年金給付に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日に

おける年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項（新労災保険法第六十五

条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）において読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、当該施行前給付基礎日額を当該施行後年金給付

に係る新労災保険法第八条の二第一項に規定する年金給付基礎日額とする。 

 
2 施行前年金給付が遺族補償年金又は遺族年金である場合であって、施行日以後におい
て、当該遺族補償年金又は遺族年金を、労災保険法第十六条の四第一項後段（労災保険

法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。）の規定により次順位者に支給

するとき、又は労災保険法第十六条の五第一項後段（労災保険法第二十二条の四第三項

において準用する場合を含む。）の規定により次順位者を先順位者として支給するとき

は、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金又は遺族年金を受ける権

利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。 

 
3 第一項の規定により施行前給付基礎日額を新労災保険法第八条の二第一項に規定する
年金給付基礎日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であって、新

労災保険法第六十四条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。以下この条に

おいて同じ。）の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、

同条第一項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により

当該年金たる保険給付を支給する。 

 
4 前項の規定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各号に掲げる新労災保険
法の規定の適用については、当該各号に定める額が、同項の規定を適用しないものとし

て当該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとな

る新労災保険法第六十四条第一項の規定による改定に係る率と同一の率を用いて同項



の規定により改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかったもの

としたときに得られる額を、それぞれ当該各号に定める額とみなす。 
一 新労災保険法第五十八条第一項 同項に規定する障害補償年金の額 
二 新労災保険法第六十一条第一項 同項に規定する障害年金の額 

 三 新労災保険法第六十六条第一項において読み替えて適用する新労災保険法第十六条

の六 同条第二号に規定する遺族補償年金の額 
 四 新労災保険法第六十六条第二項において読み替えて適用する新労災保険法第二十二

条の四第三項において準用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺

族年金の額 
第五条 新労災保険法第十四条（新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する場

合を含む。）の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた労災保険

法の規定による休業補償給付又は休業給付について適用する。 
第六条 新労災保険法第十四条の二（新労災保険法第二十二条の二第二項において準用す

る場合を含む。）の規定は、昭和六十二年四月一日以後に新労災保険法第十四条の二各

号のいずれかに該当する労働者について適用する。 
第七条 新労災保険法第二十五条第一項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に生じた事

故について適用する。 
 （第二条の規定の施行に伴う経過措置） 
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関す

る法律（以下「徴収法」という。）第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立

している事業に関し、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する

法律（以下「新徴収法」という。）第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相

当する第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下「旧

徴収法」という。）に基づく労働省令の規定による届出をしている事業主は、それぞれ

新徴収法第四条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。 
第九条 昭和六十一年十二月三十一日以前に旧徴収法第十二条第三項に規定する場合に該

当した事業に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度（四月一日から翌年三月

三十一日までをいう。以下同じ。）以前の各保険年度に係る労災保険率については、な

お従前の例による。 

 
2 昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険
の保険関係が成立している事業に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から

昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する

新徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「昭

和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度において労働者災害補償保険

法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十一年法律



第   号）第二条の規定による改正前のこの項の各号のいずれかに該当し、かつ、当該

連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含

まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」

とする。 
第十条 徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であって労働省令で定めるものに該当

する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労

働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例によ

る。 （政令への委任） 
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。 

 
 
      理  由 
  最近における社会経済情勢にかんがみ、労働者の業務災害又は通勤災害に関し支給す

る年金たる保険給付の給付基礎日額について年齢階層別の最低限度額及び最高限度額

を定めることとする等、労働者災害補償保険による保険給付の内容の改善整備を図ると

ともに、事業場ごとの業務災害の状況に応じた同保険に係る保険料率の改定に関する措

置の対象となる事業場の範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出す

る理由である。 


